
議案第２０号 

 

   新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業の保留地を定めること 

について 

 

 新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業の保留地を別紙のとおり定める

ことについて、一部変更の同意を求めるものである。 

 

  令和７年８月２２日提出 

 

 

新座都市計画事業 

新座駅北口土地区画整理事業 

施行者 新座市 

代表者 新座市長 並 木  傑 

 

 

提 案 理 由 

 新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業の保留地を定めることについて 

土地区画整理法第９６条第３項の規定により、平成２４年１０月９日付け議案第 

９号で貴会の同意を得たものにつき、一部変更の必要が生じたため、この案を提 

出するものである。 
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